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第２２回大仙市農業委員会総会議事録 

 

 

１ 日時  令和７年２月７日（金）  午前９時３０分～午前１１時２９分 

 

 

２ 場所  神岡農村環境改善センター 

 

 

３ 委員定数 ２４名 

 

 

４ 出席委員（２２名） 

   １番 鈴木 正雄   ２番 佐藤 洋悦   ３番 佐藤 吉男   ４番 佐藤 学 

５番 信田 浩則   ６番 本間 隆喜   ７番 齋藤 正宏   ８番 伊藤 悟 

１０番 小笠原 喜悦 １１番 長澤 信徳  １３番 伊藤 又エ門 １４番 髙橋 勝範 

１５番 佐藤 敏光  １６番 桜田 友子  １７番 渡  敏雄  １８番 泉 芳博 

１９番 竹原 まゆみ ２０番 小松 伸一  ２１番 鈴木 靖浩  ２２番 茂木 靖雄 

２３番 田村 誠市  ２４番 細谷 精悦 

 

 

５ 欠席委員（２名） 

   ９番 玉井 慎太郎  １２番 髙川 吉昭  

 

 

６ 出席した農地利用最適化推進委員（１０名） 

大曲地域  佐々木 正五  中野 文和  

中仙地域  伊藤 俊雄   安部 寛治 

協和地域  加藤 末道 

仙北地域  樫尾 茂樹   大野 純雄  川原 憲一 

太田地域  田口 誠毅   小松 一也 

 

 

７ 出席した職員 

   参 与  事務局   事務局長  山本  聡 

課長待遇  藤原 千鶴 

主  幹  高橋  慎 

副 主 幹  黒澤 美咲 

主  査  加藤 卓志 

        大曲分室  主  任  伊藤 圭吾 
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        西仙北分室 主  事  井上 紗喜乃 

        中仙分室  主  幹  藤川 美由紀 

        協和分室  主  査  戸島 廣憲 

        南外分室  主  事  仲村 大地 

        仙北分室  主  任  伊藤 久子 

        太田分室  主  幹  倉田 康弘 

 

 

８ 議事録署名委員 

   ３番 佐藤 吉男  ４番 佐藤 学 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

細谷精悦会長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

おはようございます。 

総会の開催前に連絡事項が３点ありますのでお知らせいたします。 

１点目は議案の取下げです。資料ナンバー１の１５ページをご覧ください。３番、土川の案

件です。乾燥調製施設の建築を計画していますが、融資証明書が届いておりませんので取下げ

するものです。２点目は買受適格証明願いです。第３条目的の買受適格証明願いが６日に提出

されましたので議案第７号として追加しております。 

３点目は資料の訂正です。資料ナンバー２の最終ページをお開きください。報告第２号の農

作業標準賃金・料金表と報告第３号の農地賃借料情報を載せていますが、かがみ文が不足して

おりました。申し訳ございません。改めて資料ナンバー３にまとめておりますので、報告第２

号、第３号につきましては資料ナンバー３をご覧くださいますようお願いいたします。 

 

改めましておはようございます。委員の皆様におかれましては、公私とも大変お忙しいとこ

ろ、総会にご出席いただき誠にありがとうございます。本日、欠席の届け出が、９番、玉井慎

太郎委員、１２番、髙川吉昭委員から出ております。 

本日は、案件数が多いことに加えて、午後から農業情報センターの運営委員会や農業元気賞

の表彰式が予定されているようですので、スムーズな進行にご協力をお願いいたします。それ

では、定刻となりましたので、ただいまから第２２回大仙市農業委員会総会を開催いたします。           

(午前９時３０分 開会) 

はじめに、会長からご挨拶を頂戴いたします。 

 

（会長挨拶） 

 

ありがとうございました。 

会議に先立ち出席委員数をご報告させていただきます。 

ただいまの出席者は２２名となっております。会議規則第９条の規定による定足数に達して

おり、本総会は成立していることをご報告申し上げます。 

続きまして、前回２月７日の総会から本日までの主な業務報告を申し上げます。お手元に配

付しております第２２回総会までの業務報告書をご覧願います。 

２月７日に第２１回農業委員会総会を委員２１名、推進委員４名の出席をいただき、ここ神

岡農村環境改善センターにて開催しております。総会終了後には農業者年金加入推進活動打合

せ会を開催しております。 

２月１４日に第３回役員会を役員８名の出席をいただき大曲プラザたつみにて開催しており

ます。協議結果は下段に記載しておりますので後ほどご確認ください。 

２月２０日に農地専門委員会を委員１１名の出席をいただき、神岡農村環境改善センターに

て開催しております。令和６年度大仙市農地賃借料情報及び農地パトロール結果についてご協

議いただいております。終了後に農政専門委員会を委員１０名の出席をいただき、同会場にお

いて開催しております。令和７年度大仙市農作業標準賃金・料金表についてご協議いただいて

おります。 

２月２７日に広報専門委員会を委員３名の出席をいただき、神岡庁舎１階会議室において開

催しております。４月１日発行の農業委員会だより第２８号の掲載記事等についてご協議いた

だいております。 

その他の業務につきましては、配付資料のとおりとなっておりますので、ご確認いただきた

いと存じます。以上で、主な業務報告といたします。 

それでは、大仙市農業委員会会議規則により、会議の進行は会長にお願いいたします。 

 

 

本日の会議を開会します。 

はじめに、議事録署名委員を決めたいと思いますが、当席より指名することにご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

異議なしと認め、３番、佐藤吉男委員、４番、佐藤 学委員の両名を議事録署名委員に指名い

たします。 

 

 

議案第１号の農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める 

 

令和７年３月１１日 提出 

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

事務局の説明を求めます。 

 

４ページ７番についてご説明いたします。農地の所在は、南外○○○○○○○○○○○、地

目は田、面積○○平方メートル、１筆です。当該農地の共有持分２分の１を贈与する所有権移

転です。譲渡人は、大仙市○○○○○○○○○○○、○○○○さん８０歳、譲受人は、大仙市

○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん７６歳です。 

申請理由といたしまして、譲渡人の○○さんが父親から相続した当該農地の共有持分２分の

１を手放すことを希望し、残りの共有持分２分の１の所有者である譲受人の○○さんへ贈与す

るものです。 

 

６ページ１１番をご説明いたします。農地の所在は板見内○○○○○○○○、地目は畑、面

積○○○平方メートル外、畑１筆、計２筆、合計面積○○○○平方メートルです。売買による

所有権移転です。譲渡人は大仙市○○○○○○○○○、○○○○さん６２歳です。譲受人は、

大仙市○○○○○○○○、○○○○さん６１歳です。売買価格は１０アール当たり 

○○○○○○円、総額○○○○○○円になります。 

申請理由といたしまして、○○さんは以前から○○さんの畑を借りて野菜を栽培しておりま

したが、この度、退職を機に家族で農業をしたいと考え、○○さんに相談して、売買で話がま

とまったものです。なお、○○さんは自家用野菜等を作付けする予定です。 

 

９ページから１２ページの１４番をご説明いたします。農地の所在は、太田町○○○○○○

○○○○○○○、地目は田、面積○○○○平方メートル外、田２９筆、計３０筆、合計面積 

○○○○○平方メートルです。新規の使用貸借権設定です。貸付人は大仙市○○○○○○○○

○○○○○○○○、○○○○さん８８歳です。借受人は同住所の○○○○さん６０歳です。貸

付人と借受人は、親子です。 

申請理由といたしまして、貸付人の○○さんは長男に農業経営を移譲し経営移譲年金の受給

を開始しましたが、平成２６年に長男が亡くなり、その後妻に経営移譲のやり直しを行ったも

のの、妻も昨年亡くなり、このたび同居する長女に使用貸借により経営移譲するものです。 

 

議案第１号につきましては、ただいま説明いたしました３件のほかに、有償所有権移転３件、

無償所有権移転３件、賃貸借権設定の新規３件、使用貸借権設定の更新２件がございます。 

１３ページ、１４ページの農地法第３条の調査書をご覧ください。農地法第３条第２項各号

には該当しない旨記載したもので、結果許可要件を満たしているものと考えます。よろしくご

審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

（なしの声） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

佐藤洋悦委員 

 

質疑無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。 

 

 

次に、議案第２号の農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 

議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請について 

農地法第５条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める 

 

               令和７年３月１１日 提出 

                大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１５ページ１番をご覧ください。位置図及び平面図は、資料１、２ページになります。農地

の所在は、福田町○○○○、地目が田、面積○○平方メートル外、田１筆、計２筆、合計面積

○○○平方メートルです。売買による転用です。譲渡人は、大仙市○○○○○○○○○、○○

○○さん７３歳、譲受人は、大仙市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○、○○○○さん２９歳です。 

申請理由につきまして、譲渡人と譲受人は親戚関係にあり、譲受人は現在妻子と共に住んで

いるアパートが手狭であることから、譲渡人より当該農地を買い受け、住宅の建築を計画した

ものです。売買価格は総額○○○○○○○○円、１平方メートル当たりに割り返しますと、 

○○○○○円になります。許可基準における立地基準につきまして、申請地は都市計画法によ

る用途地域であることから第３種農地に分類されるため、許可要件を満たしているものと判断

いたしました。また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満た

しているものと判断いたしました。 

 

続いて２番をご覧ください。位置図及び平面図は、資料の３、４ページになります。農地の

所在は、大曲○○○○○○○○○○○、地目が畑、面積○○○○平方メートル１筆です。売買

による転用です。譲渡人は、大仙市○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。譲受人は、

大仙市○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○、代表取締役、○○○○さんです。 

申請理由につきまして、譲受会社は不動産業を営んでおります。申請地近辺は住環境に優れ

ていることから、需要が見込めると判断し、分譲地の造成を計画したものです。分譲地は１１

区画を予定しているとのことです。売買価格は総額○○○○○○○円で、１平方メートル当た

りに割り返しますと○○○○円となります。許可基準における立地基準につきまして、申請地

は都市計画法による用途地域であることから第３種農地に分類されるため、許可要件を満たし

ているものと判断いたしました。また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、

許可要件を満たしているものと判断いたしました。 

なお、現地につきましては令和７年２月２５日に地区担当の髙川吉昭委員から現地を確認し

ていただきました。髙川委員は本日所用のため総会を欠席しておられますが、当案件につきま

しては問題のないものとご意見をいただいております。 

 

事務局からの説明が終わりました。これより現地調査されました委員から補足説明をお願い

いたします。案件１番についてお願いします。 

 

２番、佐藤です。今、事務局が説明したとおり、先般現地を確認してきましたけれども、何

も問題ありませんので、よろしくお願いします。 
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議 長 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

案件２番については、事務局から説明がありましたので省略いたします。 

 

現地調査大変ありがとうございました。それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。本案件について原案のとおり決定することに

賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。 

 

 

次に、議案第３号の農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認についてを

議題とします。 

 

議案第３号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の改

訂に伴い、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集

積計画の決定について意見を求める 

 

               令和７年３月１１日 提出 

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

議案第３号、案件１番を議題とします。本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、

会議規則第２８条の規定により○○委員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１６ページの１番をご説明いたします。所有権を移転する農地は、内小友○○○○○○○○

○、地目は畑、面積○○○平方メートル外、畑２筆、計３筆、合計面積○○○○平方メートル

です。所有権を移転する方は、大仙市○○○○○○○○○○、○○○○さん６７歳です。所有

権の移転を受ける方は、大仙市○○○○○○○○○○○、○○○○さん７２歳です。売買価格

は１０アール当たり○○○○○○円、総額○○○○○○円です。 

申し出理由として、当該農地は現在、○○さんが受委託で耕作しておりますが、○○さんは

以前から農地を手放したいと考えておりました。そこで、○○さんに相談したところ話がまと

まり、売買にいたったものです。 

この案件は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件を満たしているも

のと考えられます。よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件２番、４４番を議題とします。 

本案件は、○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○委員

の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１６ページ２番をご説明いたします。所有権を移転する農地は、協和下淀川○○○○○○、

地目は田、面積○○○○平方メートル、外田６筆 計７筆、合計面積は○○○○○平方メート

ルです。所有権を移転する方は、山形県○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さ

ん６１歳です。所有権の移転を受ける方は、大仙市○○○○○○○○○○○○、○○○○○○

○○○○○○、○○○○、○○○○さんです。売買価格は１０アール当たり○○○○○円、総

額○○○○○○○円です。 

申し出理由といたしまして、○○○さんは当該農地を相続しましたが、農地の処分を希望し、

耕作者である○○○○○○○○○○○○が買い受けに応じてくれたものです。なお、売買価格

が低く設定されておりますが、○○○さんの意向により、課税の際の土地評価額と同じ金額と

しています。 

続きまして、３７ページ、４４番をご覧ください。農地の所在は、協和下淀川○○○○○○

○○番、地目は田、面積○○平方メートル外、田１２筆、計１３筆、合計面積○○○○平方メ

ートルです。新規の利用権設定です。利用権を設定する方は、大仙市○○○○○○○○○○○、

○○○○さん７６歳です。利用権の設定を受ける方は、大仙市○○○○○○○○○○○○、○

○○○○○○○○○○○、○○○○、○○○○○○○○さんです。設定期間は１年、賃借料は

１０アール当たり○○○○○円です。 

申出理由といたしまして、○○さんの体調不良により、近隣の農事組合法人である○○○○

○○が一時耕作することとなり、一年の賃貸借契約を締結するものです。 

これらの案件は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

ものと思われます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○番、○○委員の入場を求めます。  

 （○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件３１番から３７番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○委

員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局の説明を求めます。 

 

２７ページ３１番から３１ページ３７番について、関連がありますので一括でご説明いたし

ます。はじめに、３１番から３６番について、利用権を設定する農地は、大曲○○○○○○○、

地目は田、面積○○○平方メートル外、田３６筆、計３７筆、合計面積○○○○○平方メート

ルです。新規の利用権設定です。利用権を設定する方は、大仙市○○○○○○○○○、○○○

○さん６４歳、外７名です。 

申出理由として、当該農地はこれまで別の方が受委託で耕作しておりましたが、経営規模を

縮小することにしたため、近隣を耕作する法人に相談し、新たに貸し付けることになったもの

です。 

続いて３７番、利用権を設定する農地は、大曲西根○○○○○○○番、地目は田、面積 

○○○○平方メートル外、田９筆、計１０筆、合計面積○○○○○平方メートルです。利用権

設定期間の満了に伴う更新です。利用権を設定する方は、大仙市○○○○○○○○○○、○○

○○○○○○○○○○、○○、○○○○さんです。 

いずれの案件も、利用権の設定を受ける方は、大仙市○○○○○○○○○○、○○○○○○

○○○○、○○○○、○○○○さんです。設定期間は、３１番から３６番が１１年、３７番が

３年です。賃借料は、１０アール当たり○○○○円から○○○○○円、及び○○○○で、賃借

料の違いは、圃場の条件によるものです。 

これらの案件は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件を満たしてい

るものと考えられます。よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件３８番から４１番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○委

員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

３２ページ３８番から３５ページ４１番までは関連がありますので、一括でご説明いたしま

す。利用権を設定する農地は、四ツ屋○○○○○○○、地目は田、面積○○○○平方メートル、

田３６筆、計３７筆、合計面積○○○○○平方メートルです。３８番、３９番が新規の利用権

設定、４０番、４１番が利用権設定期間の満了に伴う更新です。利用権を設定する方は、大仙

市○○○○○○○○○○、○○○○さん８８歳、外４名です。利用権の設定を受ける方は、大

仙市○○○○○○○○○番地、○○○○○○、○○○○○、○○○○さんです。設定期間はい

ずれも１０年、賃借料は１０アール当たり○○○○円から○○○○○円及び使用貸借で、賃借

料の違いは圃場の条件によるものです。 

新規の利用権設定である３８番、３９番の申出理由といたしまして、農地中間管理事業によ
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議 長 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

る利用権設定の期間満了に伴い強化法利用権設定での契約をするものです。 

これらの案件は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

ものと考えられます。よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件４２番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○委

員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

３６ページ４２番についてご説明いたします。利用権を設定する農地は、土川○○○○○○

○、地目は田、面積が○○○平方メートル外、田８筆、計９筆、合計面積○○○○○平方メー

トルです。利用権設定期間の満了に伴う更新です。利用権を設定する方は、大仙市○○○○○

○○○○、○○○○○さん７７歳、外１名です。利用権の設定を受ける方は、大仙市○○○○

○○○○○○、○○○○さん６７歳です。設定期間は１０年、賃借料は１０アール当たり、米

○○○俵となっております。 

この案件は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているもの

と思われます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件４３番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○委

員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

３７ページ４３番をご説明します。利用権を設定する農地は、豊川○○○○○○番、地目が

田、面積○○○○平方メートル、１筆です。利用権設定期間満了に伴う更新です。利用権を設

定する方は、秋田市○○○○○○○○○○、○○○○さん７３歳です。利用権の設定を受ける

方は、大仙市○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○、○○○○

さんです。設定期間は１年で、１０アール当たりの賃借料は○○○○○円です。 

この案件は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているもの

と思われます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件４５番から５４番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○委

員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

３８ページ４５番から４４ページ５４番まで関連がありますので、一括でご説明いたします。

利用権を設定する農地は、協和○○○○○○○、地目は田、面積○○○○平方メートル外、田

４８筆、畑２筆、計５１筆、合計面積○○○○○平方メートルです。４５番から５０番が新規

の利用権設定、５１番から５４番が利用権設定期間の満了に伴う更新です。利用権を設定する

方は、大仙市○○○○○○○○○○、○○○○さん７９歳、外９名です。利用権の設定を受け

る方は、大仙市○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○、○○○○、○○○

○さんです。 

申出理由といたしまして、当該農地は以前より○○○○○○○○○○○○が賃貸借契約を締

結し耕作していましたが、契約の更新に当たって、コスト高等の影響から賃借料の見直しを行

いました。その中で賃貸借契約から使用貸借契約に切り替わった箇所については、新規の契約

を締結する形となっています。 

これらの案件は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

ものと思われます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 
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議 長 
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○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件５５番、５６番を議題とします。 

本案件は、○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○委員

の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

４５ページ５５番、５６番について関連がありますので一括でご説明いたします。 

利用権を設定する農地は、南外○○○○○○○、地目は田、面積が○○○○平方メートル外、

田３筆、計４筆、合計面積○○○○平方メートルです。新規の利用権設定です。利用権を設定

する方は、大仙市○○○○○○○○○○○、○○○○さん５９歳、外１名です。利用権の設定

を受ける方は、大仙市○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○、

○○○○さんです。設定期間は３年、賃借料は１０アール当たり○○○○円です。 

申し出理由といたしまして、当該農地はこれまで農地中間管理機構を通じて、○○○○○○

○○○○が耕作しておりましたが、契約期間満了に伴い新規に相対契約を結ぶものです。なお、

賃借料が低く設定されておりますが、当該農地は水利条件が悪いことから、この価格となって

おります。 

これらの案件は改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているも

のと考えております。よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

  

 

議案第３号、案件５７番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○委

員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

４５ページから４６ページの５７番をご説明いたします。利用権を設定する農地は、上野田

○○○○○○○、地目は田、面積○○○○平方メートル外、田９筆、計１０筆、合計面積 

○○○○○平方メートルです。利用権設定の期間満了に伴う更新です。利用権を設定する方は、

秋田市○○○○○○○○○○、○○○○さん６１歳です。利用権の設定を受ける方は、大仙市

○○○○○○○○○、○○○○さん７０歳です。設定期間は１０年、１０アール当たり賃借料

は○○○○○円となっております。 

この案件は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているもの
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と考えられます。よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

次に、議案第３号、案件３番から３０番、５８番から２６０番までを議題とします。 

 

事務局の説明を求めます。 

 

２１ページ、１５番についてご説明いたします。所有権を移転する農地は、神宮寺○○○○

○○○○○、地目は田、面積○○○○平方メートル、１筆です。所有権を移転する方は、大仙

市○○○○○○○○○○○○、○○○○さん６４歳です。所有権の移転を受ける方は、大仙市

○○○○○○○○○○○、○○○○さん４３歳です。売買価格は総額○○○○○円、１０アー

ル当たりに割り返しますと、約○○○○○円です。 

申し出理由といたしまして、所有者の○○さんは農地を手放したいと考えており、今回、近

隣で耕作している○○さんへ売買の相談したところ、これに応じてくれたものになります。な

お、売買価格が低く設定されておりますが、今後も耕作して活用してもらえるなら安くてもか

まわないという、譲渡人である○○さんの意向によるものです。 

 

２４ページ、２２番について、ご説明いたします。所有権を移転する農地は、高梨○○○○

○○○○、地目は田、面積○○○○平方メートル外、田２筆、計３筆、合計面積○○○○平方

メートルです。所有権を移転する方は、秋田市○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん 

７７歳です。所有権の移転を受ける方は、大仙市○○○○○○○○○、○○○○○○○○、○

○○○○、○○○○さんです。売買価格は、総額○○○○○○円、１０アール当たりに割り返

しますと、約○○○○○円になります。 

申し出理由といたしまして、○○さんは秋田市在住で、高齢により今後も自分で耕作が難し

いことから農地の処分を希望しました。○○○○○○○○に相談し、○○○○が売買に応じて

くれたものです。なお、売買価格が低く設定されておりますが、今後も耕作して活用してもら

えるなら安くてもかまわないという、譲渡人の○○さんの意向によるものです。 

 

２６ページ、２９番と３０番は、関連がありますので一括でご説明いたします。所有権を移

転する農地は太田町○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○平方メートル外、田１筆、計

２筆、合計面積○○○○平方メートルです。所有権を移転する方は大仙市○○○○○○○○○

○○○、○○○○さん８１歳、外１名です。所有権の移転を受ける方は大仙市○○○○○○○

○○○○○○○○○、○○○○さん７７歳です。売買価格は、両案件とも１０アール当たり 

○○○○○○円、総額で、２９番は○○○○○○円、３０番は○○○○○円です。 

申し出理由といたしまして、申請農地は○○さんが所有する農地の合作地となっており、合

作状態を解消するため所有者に買入を申出したところ、売却の同意を得たものです。売買価格

が相場より低額となっておりますが、昨年○○さんが申請の隣接地を買受した単価と同額で買

受することの同意を得たものです。 

なお、○○さんは、以前は認定農業者の資格を持っておりましたが、現在は所有する農地の
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大半を、自らが役員を務める農地所有適格法人に貸借していることから、認定農業者の資格は

喪失した状態となっています。また、経営面積も基準である２ヘクタール未満となっているた

め、本来であれば強化法による売買は出来ないところですが、強化法第１８条第３項第２号た

だし書きにより、農地所有適格法人の構成員が、その法人に利用権の設定を行う目的で売買す

る場合は適用が認められているため、今回は強化法による売買の案件としたものです。 

 

５８ページ、７６番をご説明いたします。利用権を設定する農地は、北楢岡○○○○○○○

○○、地目は田、面積○○○平方メートル外、田３筆、計４筆、合計面積○○○平方メートル

です。新規の利用権設定です。利用権を設定する方は、大仙市○○○○○○○○○○、○○○

○さん７５歳です。利用権の設定を受ける方は、大仙市○○○○○○○○○○○、○○○○○

○○○○○、○○○○○、○○○○さんです。設定期間は１０年、賃借料は１０アール当たり

○○○○円です。 

申出理由といたしまして、農地中間管理事業による利用権設定の期間満了に伴い強化法利用

権設定での契約をするものです。当該農地は狭小でほ場条件が悪いため、賃借料が低く設定さ

れております。 

次に、６９ページ９７番をご説明いたします。利用権を設定する農地は、北楢岡○○○○○

○○、地目は田、面積○○○平方メートル、１筆です。利用権設定期間の満了に伴う更新です。

利用権を設定する方は、大仙市○○○○○○○○○○○、○○○さん８３歳です。利用権の設

定を受ける方は、大仙市○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん６３歳です。設定期間は

５年、使用貸借です。 

申出理由といたしまして、所有者から賃借料はいらないのでほ場整備の償還金を負担して欲

しいという意向があり、使用貸借となっております。 

 

８０ページ１０９番から８３ページ１１２番についてご説明いたします。利用権を設定する

農地は、杉山田○○○○○○、地目は田、面積が○○○○平方メートル外、田３１筆、計３２

筆、合計面積○○○○○○○○平方メートルです。利用権設定期間満了に伴う更新です。利用

権を設定する方は、大仙市○○○○○○○○○○、○○○○さん７５歳、外２名です。利用権

の設定を受ける方は、大仙市○○○○○○○○○○○、○○○○さん７３歳、外３名です。契

約期間は、１０９番から１１１番が５年、１１２番は１年です。賃借料は、１０９番から１１

１番が前契約は各筆１０アール当たり○○○○円と設定しておりましたが、強首地区の換地に

伴い、仮地番の面積に合わせて１０アール当たり○○○○円で総額を設定したものです。 

１１２番は総額○○○○○円です。 

申出理由といたしまして、１０９番から１１１番は、期間満了に伴う更新の際、ほ場整備の

仮地番の面積での契約を希望したため総額で契約したものです。１１２番の設定金額と期間に

つきましては、安くても構わないという出し手の意向と、様子を見ながら耕作したいという受

け手の申し出によるものです。 

 

９２ページ１２７番から９５ページ１３６番までは、関連がありますので一括でご説明しま

す。利用権を設定する農地は、大神成○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル外、

田３筆、畑１３筆、計１７筆、合計面積○○○○○平方メートルです。新規の利用権設定です。

利用権を設定する方は、大仙市○○○○○○○○○○、○○○○さん７７歳、外９名です。利

用権の設定を受ける方は、大仙市○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○、

○○○○、○○○○さんです。設定期間は、いずれも３年９ヶ月で、１０アール当たりの賃借

料は、田が○○○○○円、畑が○○○○円です。 

申出理由といたしまして、当該地域は大神成地区圃場整備の区域内であり、大半の農地が平

成３０年１２月から１０年間、農地中間管理事業を利用して利用権設定されております。この

度、令和７年２月に換地処分がされたため、個人で営農していた当該農地も新たに賃貸借契約

し、地域の担い手である農事組合法人大神成農産に集積するものです。なお、設定期間及び賃

借料は、従前の契約に終期と単価を合わせております。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

１３１ページ１８８番、１８９番について、関連がありますので一括でご説明いたします。

利用権を設定する農地は、南外○○○○○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○平方メー

トル外、田１１筆、計１２筆、合計面積○○○○○平方メートルです。新規の利用権設定です。

利用権を設定する方は、大仙市○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん５９歳、外

１名です。利用権の設定を受ける方は、大仙市○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さ

ん６６歳です。設定期間は１０年、賃借料は１０アール当たり○○○○円から総額○○○○○

円と幅があります。一部の賃借料が低く設定されておりますが、当該農地は水利条件が悪いこ

とから、この価格となっております。 

申し出理由といたしまして、当該農地はこれまで借受人の○○さんが耕作しておりましたが、

賃借料や年数などの契約内容を見直したいとの要望が○○さんからあり、従前の契約を合意解

約して、新規に契約を結ぶものです。 

 

１３９ページ、２０６番をご説明いたします。利用権を設定する農地は、払田○○○○○○

○○、地目は田、面積○○○平方メートル、１筆です。新規の利用権設定です。利用権を設定

する方は、大仙市○○○○○○○○○○○○、○○○○さん９５歳です。利用権の設定を受け

る方は、大仙市○○○○○○○○○○○、○○○さん５６歳です。設定期間は１０年、使用貸

借です。 

申し出理由といたしまして、○○さんの所有する農地はこの１筆で、高齢の為、今までも○

○さんに管理をお願いしていましたが、この度、正式に契約をするものです。 

○○さんの管理してもらえれば賃料はいらないとの意向から使用貸借契約となっています。 

 

その他の案件についてご説明させていただきます。 

議案第３号につきましては、ただいまご説明いたしました２３件の外に、所有権移転２４件、

賃貸借権設定の新規６２件、更新１２２件がございます。 

今回の所有権移転における田の売買価格の内容につきましては、説明案件を除き、１０アー

ル当たり○○○○○○円から○○○○○○円と幅がございます。これは、各地域のほ場の条件、

契約者双方の意向及び実情を踏まえた妥当な契約金額と推察しております。 

次に、賃貸借権設定における田の賃借料の金額でありますが、説明案件を除き、１０アール当

たり○○○○円から○○○○○円と幅がございます。これについても、ほ場等の条件や契約者双

方の意向もあり、妥当な契約金額と推察しております。 

いずれも改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考

えておりますので、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

議案審議の途中ではありますが、ここで暫時休憩します。 

（午前１０時３５分 休憩） 

 

休憩以前に引き続き会議を再開します。      （午前１０時４０分 再開） 

議案第４号の農用地利用集積等促進計画案の承認についてを議題とします。 

 

議案第４号、農用地利用集積等促進計画案の承認について 
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農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条、及び第１９条の規定による農用地利用集積

等促進計画案について意見を求める 

 

               令和７年３月１１日 提出 

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

議案第４号、案件１番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○委

員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

議案ナンバー２、１６９ページから１７１ページの１番をご説明いたします。利用権を設定

する農地は、北楢岡○○○○○○○、地目は田、面積○○○平方メートル外、 田２６筆、計２

７筆、合計面積○○○○○○○○平方メートルです。農地中間管理事業による新規の利用権設

定です。利用権を設定する方は、大仙市○○○○○○○○○○○、○○○○さん６４歳です。

公益社団法人秋田県農業公社が借り受けます。秋田県農業公社から農地を借り受ける方は、大

仙市○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん５０歳です。賃借料は１０アール当たり○○

○○円、設定期間は１０年です。 

申出理由といたしまして、○○さんは兼業による経営規模縮小を希望し、近隣を耕作する○

○委員に相談したところ、○○委員が借り受けに応じてくれたものです。賃借料が低くなって

おりますが、ほ場条件が悪いためです。 

なお、この案件は、農地中間管理事業の推進に関する法律、第１８条第５項の各要件を満た

しているものと思われます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第４号、案件２番から２１番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○委

員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１７１ページから１７２ページ、２番をご説明します。利用権を設定する農地は、豊川○○

○○○○○、地目が田、面積○○平方メートル外、田１３筆、計１４筆、合計面積 

○○○○○．○○平方メートルです。農地中間管理事業による新規の利用権設定です。利用権

を設定する方は、大仙市○○○○○○○○○、○○○○○さん７３歳です。公益社団法人秋田

県農業公社が借り受けます。秋田県農業公社から農地を借り受ける方は、大仙市○○○○○○
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○○○○、○○○○○○○○○○○○○、○○○○、○○○○さんです。１０アール当たりの

賃借料は○○○○○円、設定期間は５年です。 

申出理由といたしまして、○○さんは体調不良により来作からの耕作に不安を感じ、水稲を

作付けしていた当該農地の耕作について、近隣を耕作する法人、○○○○○○○○○に相談し

たこところ、耕作に応じてくれたものです。 

次に、１７２ページ、３番から１８９ページ、２１番は関連がありますので一括でご説明し

ます。利用権を設定する農地は、豊川字○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル外、

田１６４筆、計１６５筆、合計面積○○○○○○．○○平方メートルです。３番が農地中間管

理事業による新規の利用権設定、４番から２１番までが再設定です。利用権を設定する方は、

大仙市○○○○○○○○、○○○○さん７３歳、外１７名です。公益社団法人秋田県農業公社

が借り受けます。秋田県農業公社から農地を借り受ける方は、大仙市○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○、○○○○さんです。１０アール当たりの賃借料

は、耕作条件の違いにより、○○○○○円から○○○○○円まで差があります。設定期間は、

いずれの案件も１０年です。新規の利用権設定である３番は、利用権設定の期間満了に伴う農

地中間管理事業への切り替え、４番から２１番までは、農地中間管理事業の期間満了による再

設定です。１０アール当たりの賃借料は、耕作条件の違いにより、○○○○○円、○○○○○

円、○○○○○円及び○○○○○円と段階的に単価設定しており、 

○○○○○円と高めに設定されている筆は、圃場に、○○○○○○○が使用している農業用ハ

ウスが建てられている農地です。 

なお、これらの案件は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項の各要件を満

たしているものと思われます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第４号、案件２２番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○委

員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１８９ページ、２２番をご説明いたします。利用権を設定する農地は、協和○○○○○○○

○○○、地目が田、面積○○○○平方メートル、１筆です。農地中間管理事業による利用権の

再設定です。利用権を設定する方は大仙市○○○○○○○○○○○○、○○○○さん７４歳で

す。公益社団法人秋田県農業公社が借り受けます。秋田県農業公社から農地を借り受ける方は、

大仙市○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○、○○○○、○○○○さんで

す。賃借料は１０アール当たり○○○○○円、設定期間は法人が持つ他の契約と終期を合わせ

て２年となっております。 

申し出理由といたしまして、当該地は農地集積加速化基盤整備事業の下淀川地区内にあり、

○○○○○○が作付けしておりますが、令和３年の換地処分に伴う契約切替の際に誤って不換
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

地としてしまい、契約が切れてしまっていたため、今回改めて契約するものです。 

なお、これらの案件は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項の各要件を満

たしているものと思われます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

議案第４号、案件２３番から２７番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○委

員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１８９ページ２３番から１９１ページ２７番について関連がありますので一括でご説明いた

します。利用権を設定する農地は南外○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○平方メート

ル外、田１３筆、計１４筆、合計面積○○○○○平方メートルです。農地中間管理事業による

利用権の再設定です。利用権を設定する方は、福島県○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○、○○○○さん５７歳、外４名です。公益社団法人秋田県農業公社が借り受けます。秋田県

農業公社から農地を借り受ける方は、大仙市○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○

○○○○○、○○○○、○○○○さんです。賃借料は１０アール当たり○○○○円、設定期間

は１０年です。 

この案件は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項の各要件を満たしている

ものと考えております。よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第４号、案件１３２番から１３４番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○委

員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 
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参 与 

事務局の説明を求めます。 

 

２６１ページ１３２番から２６３ページ１３４番までは、関連がありますので一括でご説明

いたします。農地の所在は、太田町○○○○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○平方メ

ートル外、 田２４筆、計２５筆、合計面積○○○○○平方メートルです。農地中間管理事業に

おける、借受人を変更する契約になります。利用権の移転を受ける方は、大仙市○○○○○○

○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○、○○○○さんです。設定期

間と賃借料につきましては、前の契約を引き継いだものになります。 

申出理由といたしまして、当該農地は新興地区ほ場整備区域内の農地で、契約当初から地元

の法人○○○○○○○○が引き受ける予定でありましたが、施設等の都合により受入体制が整

っていなかったこと、地主が耕作する意欲があったことから法人との利用権設定を行っており

ませんでした。このたび、面工事が終了し、なおかつ○○さんと○○さんの農機具は古くなっ

ており作業が困難となったこと、○○さんについては高齢となり遠方の耕作が困難となったこ

とから○○○○○○○○に耕作を依頼、○○○○○○○○も大規模ほ場に対応した農機具と乾

燥調製施設の準備が調ったため、今回の権利移転手続きとなったものであります。 

なお、これらの案件は、農地中間管理事業の推進に関する法律、第１８条第５項の各要件を

満たしているものと思われます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

次に、議案第４号、案件２８番から１３５番までを議題とします。 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１９７ページから１９８ページの３３番についてご説明いたします。利用権を設定する農地

は、大沢郷宿○○○○○○○、地目は田、面積○○○○平方メートル外、田１３筆、計１４筆、

合計面積は○○○○○平方メートルです。農地中間管理事業による新規の利用権設定です。利

用権を設定する方は、東京都○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん７２歳です。

公益社団法人秋田県農業公社が借り受けます。秋田県農業公社から農地を借り受ける方は、大

仙市○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○、○○○○、○○○○さんで

す。賃借料は字○○が１０アール当たり○○○○円、その他は１０アール当たり○○○○円、

設定期間は５年となっております。 

申し出理由といたしまして、出し手の○○さんがこれまで耕作をお願いしていた方が亡くな

ったことや東京都在住のため今後も農地の管理が難しいことから新たな耕作者を探しており、

近隣を耕作している○○○○○○○がこれに応じてくれたものです。賃借料が安く設定されて

おりますが、ほ場条件があまり良くないことや安くても構わないという出し手の意向によるも

のです。 

 

２０６ページから２０７ページ、４２番をご説明します。利用権を設定する農地は、豊川○
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

○○○○○○、地目が田、面積７４３平方メートル外、田１３筆、計１４筆、合計面積 

○○○○○平方メートルです。農地中間管理事業による利用権の再設定です。利用権を設定す

る方は、秋田市○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○さん６６歳です。公益社

団法人秋田県農業公社が借り受けます。秋田県農業公社から農地を借り受ける方は、大仙市○

○○○○○○○、○○○○さん６７歳です。１０アール当たりの賃借料は、○○○○円、 

○○○○円と差がありますが、これは耕作条件の違いによるもので設定期間は１０年です。 

申出理由といたしまして賃借料に差がありますが、単価が○○○○円の農地は今後事業採択

が予定される豊岡南部圃場整備事業の区域内であり、当該農地は事業採択前に設定期間２０年

で新規に利用権設定していく予定となっています。 

 

２６３ページ、１３５番についてご説明いたします。農地の所在は、花館○○○○○○○、

地目は田、面積○○○平方メートル外、田７筆、計８筆、合計面積○○○○○平方メートルで

す。農地中間管理事業における、借受人を変更する契約になります。農地の所有者は、大仙市

○○○○○○○○○○、○○○○さん６１歳です。利用権の移転を受ける方は、大仙市○○○

○○○○○○○○、○○○○さん７７歳 です。設定期間と賃借料につきましては、前の契約

を引き継いだものになります。 

申出理由として、前の借受者である○○さんは、これまで夫と農業経営をしておりましたが、

今般、夫が亡くなり農業を続けることができなくなったため、近隣を耕作する○○さんへ耕作

の権利を移転するものです。 

 

その他の案件についてご説明させていただきます。議案第４号につきましては、ただいまご

説明いたしました３件の外に、賃貸借権設定の新規６５件、再設定３７件がございます。賃貸

借権設定における田の賃借料の金額でありますが、説明案件を除き、１０アール当たり○○○○

円から○○○○○円と幅がございます。これについても、ほ場等の条件や契約者双方の意向もあ

り、妥当な契約金額と推察しております。 

いずれも農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項の各号に該当するものと考え

ておりますので、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

次に、議案第５号の大仙市農業委員会事務局設置規則の一部を改正する規則についてを議題

とします。 

 

議案第５号、大仙市農業委員会事務局設置規則の一部を改正する規則について 

大仙市農業委員会事務局設置規則の一部を改正する規則の制定について、本委員会の承認を

求める 

 

               令和７年３月１１日 提出 

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

事務局の説明を求めます。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

大仙市農業委員会事務局設置規則の一部を改正する規則について、２６５ページからの新旧

対照表に基づいてご説明します。総会資料②はこれからご説明します箇所を改正した後の事務

局設置規則及びあっせん基準要綱の全文です。 

はじめに、皆様ご存じのとおり農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行に伴い、

新たに地域計画が策定されます。これに伴い、農業経営基盤強化促進事業が、地域農業経営基

盤強化促進計画に変わります。これまで大規模農家が相対契約で行っていた、利用権設定等促

進事業が無くなり、全ての契約は従来の農地法か農地中間管理機構を使ったものになります。

大仙市の地域計画策定公告日が令和７年３月中であることから、大仙市長の権限に属する事務

の委任に関する規則の一部が改正され、連動して大仙市農業委員会事務局設置規則の一部も改

正されることとなりました。また、事務局内の事務分掌を精査したところ、現状との相違があ

りましたので、変更させていただきました。 

新旧対照表の２６６ページをご覧ください。第７条、事務分掌です。左側の現行で総務・振

興班の、「セ 農業及び農村に係る振興計画の策定並びに推進に関すること」は農振除外に関連

しますので、（２）農地班に移行し、次に「ソ 農業技術改良、農作物の病害虫の防除」は、こ

れまでこのような内容に農業委員会として関わった実績がありませんので、削除いたしました。

右側の改正後（案）では、「セ 農業委員会業務計画及び報告に関すること」を追加し、現行の

「ソ」を削ったために以下を１つずつ繰り上げ、農地班に入っていた「農地台帳システムに関

すること」は、総務・振興班が管轄していますので、新たに「ニ」として追加しました。 

次に、農地班です。「コ 農用地利用集積計画の策定に関すること」が法令改正により、「コ 

地域計画の策定に関すること」に改められます。「サ 登記に関すること」は、基となる法令を

廃止する通達がありましたので削除し、総務・振興班の「セ」を転記しています。「ト」は先ほ

どご説明しましたとおり総務・振興班に移しました。 

第１０条の受任事務です。２６８ページをご覧ください。現行の（１）農用地の利用権設定

等促進事業の文言が削除され、改正後の案では利用権の設定及び所有権移転について記載しま

した。また、第１８条の次に第１９条を加え、農用地利用集積計画が新たな地域計画に変更さ

れます。（２）の農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の取扱いについては、

農業経営基盤強化促進法の基本要綱に移管した上で廃止する旨の通達があったため、（２）は削

除し、これに伴い以下１号ずつ繰り上がります。附則は地域計画の公布施行日と同日とする予

定でございます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

２６６ページの改正後なんですけれども、「ス 農業委員会業務計画及び報告に関すること」、

「セ 農業委員会業務計画及び報告に関すること」、これ二つダブっておりますけれども。 

 

ありがとうございます。今、気が付きました。すみません。そうすれば、新しい方の「セ」

は完全に削除でございます。以降、１号ずつ繰り上がります。ご指摘、ありがとうございまし

た。 

 

ほかに質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 
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議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

次に、議案第６号の大仙市農業委員会農地移動適正化あっせん基準に関する要綱の一部を改

正する要綱についてを議題とします。 

 

議案第６号、大仙市農業委員会農地移動適正化あっせん基準に関する要綱の一部を改正する

要綱について 

大仙市農業委員会農地移動適正化あっせん基準に関する要綱の一部を改正する要綱の制定に

ついて、本委員会の承認を求める 

 

               令和７年３月１１日 提出 

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

事務局の説明を求めます。 

 

大仙市農業委員会農地移動適正化あっせん基準に関する要綱の一部を改正する要綱につい

て、２７１ページからの新旧対照表に基づいてご説明します。 

農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに地域計画が策定された

ことにより、大仙市農業委員会農地移動適正化あっせん基準に関する要綱について文言を見直

しました。現状にそぐわない項目は削除及び加筆し、あっせん基準を変更しています。新旧対

照表の現行２７１ページをご覧ください。第４条（２）は秋田県の農地中間管理機構である農

業公社は、「受け手のない農地を借り入れることはない」と言っているので、あっせん先として

成立しないこと。また、文中にある農地保有合理化事業は新たな制度に改正されています。こ

れらのことから、（２）全体を削除したいと思います。次に（３）は独立行政法人農業者年金基

金をあっせん先とするものですが、経営移譲年金受給の際に農地の貸付先がない離農希望者に

対し農業者年金基金が農地を借り受けるものですが、大仙市では農地の貸し借りを行った実態

がなく、農業公社同様に受け手のない農地は借り受けないのであれば、あっせん先として成立

しないので（３）を削除したいと思います。以上（２）及び（３）を削除することにより、（４）

が（２）に繰り上がります。２７２ぺ－ジの現行、第５条（１）から（３）について、第４条

と同様に農地中間管理機構と農業者年金基金をあっせん先として選択することは無くなりまし

たので、関連がある文言は削除しています。次に、第５条の２（１）は、「認定農業者に優先的

にあっせんする」としていましたが、新たに認定新規就農者を加筆しました。附則は本総会で

ご承認いただければ、本日を施行日として告示させていただきたいと思っております。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

次に、議案第７号の農地法第３条目的の買受適格証明願いについてを議題とします。 

 

議案第７号、農地法第３条目的の買受適格証明願いについて 

農地法第３条目的の買受適格証明願いが、下記農地についてあったので審議を求める 

 

令和７年３月１１日 提出 

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 
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事務局長 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

議 長 

 

 

なお、買受適格証明願いについては、今回適格者として認められた方が落札し、農地法第３

条の許可申請をする際、次回の総会に諮ることなく、許可をして差し支えない旨を併せてご審

議頂きますようお願い申し上げます。 

 

事務局の説明を求めます。 

 

令和７年２月２８日に秋田県仙北平野土地改良区から期間入札の公告がなされ、これに対し、

令和７年３月６日付けで買受適格証明願いの申請がありました。農地の所在は、上野田○○○

○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル外、田７筆、計８筆、合計面積 

○○○○．○○平方メートルです。所有者は、大仙市○○○○○○○○○○、○○○さん７２

歳です。申請者は、大仙市○○○○○○○○○、○○○○さん６２歳です。入札期日は令和７

年３月１４日です。 

理由といたしまして、○○さんは経営規模拡大のため入札に参加したいと考え、入札期日前

に開催される今総会での申請となったものです。議案書下段の農地法第３条調査書をご覧くだ

さい。農地法第３条第２項各号には該当しない旨を記載したものですのでご確認願います。よ

ろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

質疑無いようですので、これより採決いたします。 

議案第７号の農地法第３条目的の買受適格証明願いについては、申請者を適格者であると認

め、併せてこの方が落札して、当委員会へ農地法第３条許可を申請された際、証明書交付時と

事情が異なると認められない時は、次回の総会に諮ることなく、直ちに農地法第３条許可をす

ることに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、議案第７号の農地法第３条目的の買受適格証明願いについては、原案の

とおり交付することに決定しました。  

 

 

次に、報告第１号の農地法第６条第１項の規定(農地所有適格法人)による報告についてを議

題とします。 

 

報告第１号、農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告について 

下記の者から、農地法第６条第１項の規定により書類提出があったので、これを報告する 

 

令和７年３月１１日 提出 

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

事務局より報告願います。 

 

議案書ナンバー２の２７４ページをご覧ください。大曲地域の○○○○○○○○○○○、○

○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○から報告がありました。報告書の内容につきまし

ては、２７５ページから２８９ページをご覧ください。記載内容等を確認しましたが、農地所

有適格法人の要件を満たしていると判断いたしました。 

 

以上報告といたします。 
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議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

伊藤農政専門

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

髙橋農地専門

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

次に、報告第２号の令和７年度大仙市農作業標準賃金・料金表についてを議題とします。 

 

報告第２号、令和７年度大仙市農作業標準賃金・料金表について 

令和７年度大仙市農作業標準賃金・料金表について、大仙市農業委員会専門委員会設置規程

第７条に基づいて報告する 

 

        令和７年３月１１日 提出 

         大仙市農業委員会 農政専門委員会委員長 伊藤 悟 

 

伊藤農政専門委員長より報告願います。 

 

それでは、農政専門委員会からご報告いたします。ナンバー３の資料、料金表を見てくだ

さい。去る２月２０日に農政専門委員会を開きました。例年どおり、近隣市町の資料をもと

に委員全員の意見を伺い、この表のように決定いたしました。根拠として７パーセントほど

上がっておりますけれども、最近の軽油の高騰、灯油の高騰、資材の爆上がり等を鑑みまし

て、このように決定いたしました。それと、オペレーターと一般作業賃金は、オペレーター

については７０円ほど上がっています。一般作業については、時給にして４９円上がってい

ます。これにつきましては今年の１０月に最低賃金が発表されると思いますけれども、その

時は、改定された最低賃金を１０月の農業委員会だよりに載せて周知したいと思っておりま

す。以上のように決定いたしましたことをご報告します。 

 

以上、報告といたします。 

 

 

次に、報告第３号の大仙市農業委員会農地賃借料情報についてを議題とします。 

 

報告第３号、大仙市農業委員会農地賃借料情報について 

大仙市農業委員会農地賃借料情報について、大仙市農業委員会専門委員会設置規程第７条に

基づいて報告する 

 

       令和７年３月１１日 提出 

        大仙市農業委員会 農地専門委員会委員長 髙橋 勝範 

 

髙橋農地専門委員長より報告願います。 

 

それでは私のほうから、大仙市農業委員会農地賃借料情報について報告します。 

２月２０日に農地専門委員会を行いまして、２９３ページのとおり決定いたしました。委員の

中では様々な意見が出されましたが、この情報は令和６年中の農地法、強化法、そして中間管

理機構を通して契約した案件の平均額、最高額、最低額の情報提供となります。農地法規定に

より、実際に取引された契約の賃借料について、客観的に公表することになっております。な

お、留意事項として記載していますが、ほ場の状況や条件、資材価格、あと燃料費の価格変動

などを考慮のうえ、契約時に貸し手の方、借り手の方が、賃借料を決定するための目安として

活用いただくものになります。ご理解をお願いします。 

この情報につきましては、４月１日発行の農業委員会だより、及び大仙市のホームページに

掲載するほか、事務局及び各分室に紙ベースで備え付け、市民の方々へ周知する予定ですので、

よろしくお願いいたします。以上、報告いたします。 

 

以上、報告といたします。 
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議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

本日の日程は全て終了いたしました。 

その他、事務局から何かございませんか。 

 

  その他 

（１）大仙市農業委員会職員歓送迎会について 

 

委員の方々から何かありませんか。 

無いようですので、以上をもちまして、第２２回大仙市農業委員会総会を閉会いたします。 

  本日は、ご苦労様でした。 

                              (午前１１時２９分 閉会) 
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会議規則第３１条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

令和７年３月１１日 

 

 

会  長    細谷 精悦          

 

 

委  員    佐藤 吉男          

 

 

委  員    佐藤  学            

 


